
 

 

 

 

  

原子力施設等におけるトピックス 

（令和 4 年 3 月 28 日～4 月 3 日） 

令 和 4 年 4 月 6 日 

原 子 力 規 制 庁  

〇令和 4 年 3 月 28 日～4 月 3 日の間に発生した以下の法令報告事象に該当する事案は、下表のとおり。 

 原子炉等規制法第６２条の３又は放射性同位元素等規制法第３１条の２に基づく報告事案（発生に係る報告に限る） 

発表日 事業者名 事業所名 件名 備考 

3 月 30 日 関西電力株式会社 高浜発電所 高浜発電所3号機における蒸気発生器伝熱管の損傷について  

〇主要な原子力事業者（＊）の原子力事業所内で令和 4 年 3 月 28 日～4 月 3 日の間に発生した以下に該当する事案は、下表のとおり。 

 保安規定に定める運転上の制限(LCO)から逸脱した事案 

 原子炉等規制法第６２条の３に基づく報告事項に該当しないが安全確保に関係する事案で、事業者がプレス公表したもの 

＊････原子力発電所を所有する電気事業者、日本原子力研究開発機構及び日本原燃㈱ 

発表日 事業者名 事業所名 件名 備考 

   該当なし  

＜参考＞ 海外の原子力施設におけるトピックス  

該当なし 

 

＜その他＞  

該当なし 

 

（別紙）  

関西電力株式会社からの報告の概要 
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令和４年３月３０日 

 
 

 

関西電力株式会社高浜発電所３号機で確認された 
蒸気発生器伝熱管の損傷について報告を受けました  

       

       

原子力規制委員会は、本日（３０日）、関西電力株式会社（以下「関西電力」という。）から、

定期検査のため停止中の高浜発電所３号機において、蒸気発生器の伝熱管に損傷が確認されたこと

から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づく法令報告事

象に該当するとの報告を受けました。 

 

記 

 

１．関西電力からの報告内容 

本日（３０日）、関西電力から、定期検査のため停止中の高浜発電所３号機において、３台ある

蒸気発生器について、健全性を確認するためＥＣＴ※を実施した結果、２台の蒸気発生器から有意

な信号指示が認められたことから、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条

の3の規定に基づく法令報告事象として判断した旨の報告がありました。 

 

関西電力から受けた報告の概要は別紙のとおりです。 

 

※ 高周波電流を流したコイルを伝熱管に挿入することで伝熱管に渦電流を発生させ、伝熱管の欠

陥により生じる渦電流の変化を電気信号として取り出すことで欠陥を検出する試験（ＥＣＴ：

Eddy Current Test）。全周に対して渦電流の発生と検出を別々のコイルを用いた２４組のコイ

ルで伝熱管の欠陥による渦電流の変化を信号として検出する。 

 

 

２．原子力規制委員会の対応 

本件に係る報告を受けて、現地の原子力運転検査官が現場で環境への影響がないことを確認して

います。 

今後、関西電力が行う原因究明及び再発防止策について、確認していきます。 

 

 
≪担当≫ 原子力規制庁 長官官房 総務課 事故対処室 

室長 金子 真幸 

担当 髙橋 

電話：０３－３５８１－３３５２（代表） 

０３－５１１４－２１２１（直通） 
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関西電力からの報告の概要 

（３０日１５時００分までに受けたもの） 

 

○３台あるＳＧの伝熱管全数(※１)について、健全性を確認するためＥＣＴを実

施。 

 

○その結果、Ａ-ＳＧの伝熱管２本、Ｂ-ＳＧの伝熱管１本に有意な信号指示が認

められた。Ａ-ＳＧの伝熱管１本は高温側管板部(※２)に管軸方向に沿った内面き

ずを示す信号で、残り１本は管支持板(※３)付近の外面からの減肉と認められる

信号指示だった。Ｂ-ＳＧの伝熱管１本は管支持板付近の外面からの減肉と認めら

れる信号指示だった。 

 

○以上から、本日１３時００分、実用炉規則第１３４条第３号に定める、安全上

重要な機器等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等の点検を行った場合に

おいて当該機器等が技術基準規則第１８条及び第５６条に定める基準(※４)に適

合していないと認められたときに該当すると判断。 

 

○今後、有意な信号指示があった伝熱管の調査を実施する。 

 

○本事象による環境への影響はない。 

 

 

※１：過去に施栓した伝熱管を除きＡ-ＳＧで３，２７２本、Ｂ-ＳＧで３，２４７

本、Ｃ-ＳＧで３，２６１本、合計９，７８０本。 

 

※２：伝熱管が取り付けられている部品。 

 

※３：伝熱管を支持する部品。 

 

※４：使用中の亀裂等による破壊の防止に係る基準。第１８条は安全上重要な機

器等を対象とし、第５６条は常設重大事故等対処設備に属する機器等を対象とし

ている。 

 

別紙 
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高浜発電所３号機の定期検査状況について 
（蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査結果） 

 
２ ０ ２ ２ 年 ３ 月 ３ ０ 日 
関西電力株式会社 

 

高浜発電所３号機（加圧水型軽水炉 定格電気出力８７万キロワット、

定格熱出力２６６万キロワット）は、２０２２年３月１日から実施してい

る第２５回定期検査において、３台（Ａ、Ｂ、Ｃ）ある蒸気発生器（ＳＧ）

の伝熱管全数※１について渦流探傷検査（ＥＣＴ）※２を実施しました。 
その結果、Ａ－ＳＧの伝熱管２本およびＢ－ＳＧの伝熱管１本について、

有意な信号指示※３が認められました。このうち、Ａ－ＳＧの１本は、  

高温側の管板※４部に内面（１次側）からの割れとみられる信号指示で、

残りの１本とＢ－ＳＧの１本は、管支持板※５部付近に外面（２次側）か

らの減肉とみられる信号指示でした。 
これらのほか、Ａ－ＳＧの伝熱管１本について、管支持板部付近に外面

（２次側）からの微小な減肉とみられる信号指示（判定基準未満）が認め

られました。 
今後、外面からの信号指示があった伝熱管の外観等を確認するため、 

小型カメラによる調査等を実施します。また、内面からの信号指示が認め

られた伝熱管については、発生位置から従来と同様の応力腐食割れ※６と

考えられるため、信号指示箇所の詳細調査等を実施する予定です。 
なお、本件による環境への放射能の影響はありません。 

 
※１ 過去に有意な信号指示が認められ、施栓した管等を除きＡ－ＳＧで３，２７２本、    

Ｂ－ＳＧで３，２４７本、Ｃ－ＳＧで３，２６１本、合計９，７８０本。 
※２ 高周波電流を流したコイルを伝熱管に接近させることで対象物に渦電流を発生さ

せ、対象物のきず等により生じた渦電流の変化を電気信号として取り出すことで
きず等を検出する検査であり、伝熱管の内面（１次側）より、伝熱管の内面（１次側）
と外面（２次側）の両方を検査している。 

※３ 割れを示す信号や２０％以上の減肉を示す信号の指示。 
※４ 蒸気発生器内の伝熱管が取り付けられている部品。伝熱管と管板で、１次冷却材

と給水（２次冷却水）の圧力障壁となる。 
※５ 伝熱管を支持する部品。 
※６ 環境、応力、材料の３要因によって発生する割れ。 

 

以 上 
 

添付資料１：高浜発電所３号機の定期検査状況について 

（蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査（ＥＣＴ）結果） 

添付資料２：高浜発電所３号機のＥＣＴ信号指示管位置図 
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添付資料１

高浜発電所３号機の定期検査状況について

（蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査（ＥＣＴ）結果）

A-蒸気発生器
（3,382本）

B-蒸気発生器
（3,382本）

C-蒸気発生器
（3,382本）

合計
(10,146本）

既施栓本数
（応力腐食割れによる施栓本数）
（外面減肉による施栓本数）

１１０
（７）
（１）

１３５
（１０）
（１）

１２１
（７）
（１）

３６６
（２４）
（３）

検査対象本数 ３，２７２ ３，２４７ ３，２６１ ９，７８０

指示管本数 ３ １ ０ ４

結 果

Ａ－蒸気発生器で２本、Ｂ－蒸気発生器で１本について、有意な信
号指示が認められた。

このうち、Ａ－蒸気発生器の１本は、高温側管板部において内面
（１次側）からの割れとみられる信号指示で、残りの１本とＢ－蒸気発
生器の１本は、管支持板部付近に外面（２次側）からの減肉とみられ
る信号指示であった。

これらのほか、Ａ－蒸気発生器の１本に管支持板部付近の外面（２
次側）からの微小な減肉とみられる信号指示（判定基準未満）が認
められた。
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添付資料２

伝熱管
外径 ： 約２２．２ｍｍ
厚さ ： 約１．３ｍｍ
材質 ： インコネルTT６００（特殊熱処理）

系統概要図

蒸気タービンへ

原子炉格納容器

２次冷却水

加圧器

１次冷却材
ポンプ

原子炉
容器

Ａ・Ｂ・Ｃ-
蒸気発生器

発生箇所

高浜発電所３号機のＥＣＴ信号指示管位置図

管板
約550ｍｍ

伝熱管

管板部拡大図

信号指示箇所＊

管板部

×

高温側管板部
仕切板

伝熱管

(高温側)
伝熱管

(低温側)

蒸気発生器下部の断面図

１次冷却材入口
（高温側）

１次冷却材出口
（低温側）

２
次
冷
却
水

＊従来から応力腐食割れが確認されている部位

Ａ－蒸気発生器（高温側）上部より見た

伝熱管位置を示す図

Y方向1 46

X方向

1

94

蒸気発生器の概要図

１次冷却材入口

（高温側）

約２１ｍ

内面信号指示本数

＜管板部＞
Ａ－ＳＧ：１本

蒸気出口

湿分分離器

気水分離器

給水入口

伝熱管

管板

水室

１次冷却材出口
（低温側）

仕切板

第１管支持板

第２管支持板

第３管支持板

第４管支持板

第５管支持板

第６管支持板

第７管支持板

外面信号指示本数

＜第４管支持板＞
Ａ－ＳＧ：１本

：今回内面に指示が認められた位置 （ １本）

：既施栓管（外面減肉） （ １本）

：既施栓管（拡管部応力腐食割れ） （ ７本）

：既施栓管（拡管部応力腐食割れ以外） （１０２本）

＜第３管支持板＞
Ａ－ＳＧ：１本

＜第２管支持板＞
Ｂ－ＳＧ：１本

＜高温側管板部＞

有意な信号
指示管
（X９-Y２）
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第２、３、４管支持板
信号指示箇所拡大断面図

約29ｍｍ

約33ｍｍ

伝熱管

管支持板

伝熱管の拡大平面図

約6.3mm

約11.5mm

すき間
約0.2mm

伝熱管（厚さ 約1.3mm）

管支持板の貫通穴
（２次冷却水）

１次冷却水

Ａ－蒸気発生器（低温側）上部より見た

伝熱管位置を示す図
X方向
1

94

Y方向1

＜第４管支持板＞

有意な信号
指示管
（X９-Y２２）

：今回外面減肉指示が認められた位置 （ ２本）

：既施栓管（外面減肉） （ １本）

：既施栓管（拡管部応力腐食割れ） （ ７本）

：既施栓管（拡管部応力腐食割れ以外） （１０２本）

Ｂ－蒸気発生器（高温側）上部より見た

伝熱管位置を示す図

：今回外面減肉指示が認められた位置 （ １本）

：既施栓管（外面減肉） （ １本）

：既施栓管（拡管部応力腐食割れ） （ １０本）

：既施栓管（拡管部応力腐食割れ以外）（１２４本）

＜第２管支持板＞

有意な信号
指示管

（X３５-Y３２）

46

＜第３管支持板＞

微小な信号
指示管
（X５１-Y８）

94

1

X方向

Y方向1 46
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